
事 務 連 絡

平成 21年2月 20日

都道府県労働局労働基準部労災補償担当官 殿

厚生労働省労働基準局

労災補償部労災管理課法規係長

振り込め詐欺撲滅のための取組に係る協力依頼について

標記につきましては､今般､厚生労働省大臣官房総務課より (別添1)のとおり

部局内所管行政に関する機関について､振り込め詐欺撲滅に関する取組を行うよう

協力依頼があったところです｡

また､労災保険給付に係る振り込め詐欺と疑われる事案について､実際に本省宛

て報告が行われています｡

つきましては､各労働基準監督署におかれましても (別添2)パンフレットをプ

リントアウトし､庁舎内部に設置する等適宜振り込め詐欺撲滅に向けて対応してい

ただくようお願いいたしますO

以上
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事 務 連 絡

平成 21年 2月 12日

大 臣 官 房 総 務 課

(法令審査第 2係)

各部局担当者 殿

･振り込め詐欺撲滅のための取組について (依頼)

振り込め詐欺については､関係機関において､諸対策が実施されているところで

あるが､平成 20年中における年間の被害総額は被害が最も深刻であった平成 16年

の年間被害総額にほぼ匹敵する約 276億円に達するなど､依然として厳しい状況に

ある｡

この振り込め詐欺の被害に遭う者としては､高齢者が多く含まれ､これらの者の

福祉等を担 う当省においても､その被害予防のための取組が求められているところ

である.

ついては､貴部局の所管行政に関係する機関に対し､その業務内容に応じて､下

記の事項を依頼していただくようお願いする｡なお､関係機関への通知については､

関係部局で調整の上､とりまとめて､これを行うことも差し支えない｡

また､警察庁においては､平成 21年 2月1日から同年2月28日までの間を ｢強

化推進期間｣として､ ｢振り込め詐欺の取締活動及び予防活動を集中的に強化推進

する｡｣こととされており､これを契機とした積極的な対応をお願いする｡

記

1.高齢者等と按する機会における対応について

高齢者など振 り込め詐欺の対象となりうる者に接する窓口等においてこ業務に

支障が生じない範囲で､別添の資料を設置するとともに､当該者に対して､｢｢す



ぐに振 り込んで｣との電話があったら､｢すぐに振り込まない｡一人で行動せず､

必ず家族や警察に相談する｡｣｣旨の注意喚起を行うこと｡

特に､ ｢年金や医療費等の過払いがあるから､お金を返すから急いで手続きし

て｡｣とい う還付金詐欺については､還付金をATMで返還することは絶対にな

い旨を説明するとともに､このような電話があった場合には､｢一人で行動せず､

関係機関､家族又は警察に相談する｡｣旨の注意喚起を行うこと｡

なお､別添の資料については､当省のホームページ (トップページ- ｢重要な

お知らせ｣- ｢厚生労働省職員を装った不審な電話にご注意ください｣- ｢振り

込め詐欺防止啓発チラシ｣)に掲載するので､活用されたい｡

2.警察機関からの協力依頼-の対応について

地域の警察署など警察機関から､振り込め詐欺撲滅のための取締活動及び予防

活動に関し､地域での予防活動などの協力依頼があった場合には､対応可能な範

囲で､協力を行 うこと｡

以上








